
 
 

 

「スマート SME（中小企業）研究会」の再開について 

 

平成３０年３月２日 

中小企業庁 

 

 

１．問題意識 

（１）中小企業のＩＴ活用促進施策については、「中小企業政策審議会・基本問題

小委員会」の決定により設立された「スマートＳＭＥ（中小企業）研究会」に

おいて昨年２月～６月に４回にわたり検討を行い、当面の施策の方向性につい

て「中間論点整理」をとりまとめたところ。 

 

 （２）上記の方向性を踏まえて、中小企業等経営強化法改正案に、クラウド等の IT

ツールを活用した経営可視化、効率化等による生産性向上促進を図るために、

情報処理支援機関の認定制度を盛り込んでいる。同制度の施行に備えて、同機

関の認定基準、開示情報等を IT関連業界団体や中小企業支援関連組織等とと

もに具体的に検討する必要がある。 

 

 （３）また、「新しい経済政策パッケージ」（平成２９年１２月８日閣議決定）に盛

り込まれた「生産性革命」の実現のために、生産性向上に必要な IT・クラウ

ド導入を強力に支援するための支援体制について検討する必要がある。 

 

 （４）このため、スマートＳＭＥ研究会を再開し、成果を「中小企業政策審議会・

基本問題小委員会」に報告するとともに、今後の施策につなげていく。 

 

２．主な観点 

（１） 認定情報処理支援機関（仮称）に求める情報開示の在り方 

（中小企業、支援機関が適切なソフトウェア、情報処理サービスを選択する

ために必要な以下の情報項目など。 

①中小企業における生産性向上実績、 

②セキュリティ対策、 

③事業の継続性、データ連携先など 

 

（２） 中小企業による IT 導入の促進体制の在り方 

（中小企業支援団体、金融機関、調達企業との連携、サイバーセキュリティ

など） 
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３．今後の予定 

 ・第１回 (３月２日）  

研究会の再開について、認定情報処理支援機関（仮称）に求める情報開示につい

て、IT導入の取組状況について 

  

・第２回（３月中下旬） 

  認定情報処理支援機関（仮称）に求める情報開示について   

 

 ・第３回（４月）   

IT導入を支援する体制の強化、サイバーセキュリティについて 

 

 ・第４回 (５月） 

  とりまとめ   

 

  ※開催時期、議題については変更の可能性あり。 

  

 

 


